
第２３期第９回 
松浦海区漁業調整委員会 

 
 
 

日時 令和７年12月12日（金）16時から 
場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

（唐津市海岸通り 7182−217） 
 

  
 

次    第 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 
（１） 松浦海区における区画漁業の漁場計画（案）について（答申）・・・・・P１〜P10 
（２） 特定水産資源（くろまぐろ）に係る令和７管理年度における知事管理漁獲可能量の

変更（案）について（諮問）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11〜P13 
（３） 特定水産資源に係る令和８管理年度における知事管理漁獲可能量の設定（案）につ

いて（諮問）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14〜P17 
（４） 松浦海区漁業調整委員会指示第 89 号の一部改正について（協議）・・・P18〜P21 
（５） 共同漁業権漁場外（小川島新北沖・馬渡島沖・小川島北東沖）における砂利採取の

認可について（協議）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P22〜P46 
（６） その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

松浦海区における区画漁業

の漁場計画（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

（令和７年９月） 
 

佐賀県松浦海区 
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①魚類小割式養殖業

議題１



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 画 漁 業 
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１ 区画漁業 

(１) 公示番号   別表のとおり 

(２) 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の名称  別表のとおり 

イ 漁業の時期  別表のとおり 

ウ 漁場の位置  別表のとおり 

エ 漁場の区域  別表のとおり 

(３) 制限又は条件 

ア 漁場の区域を示す各点に、昼間及び夜間においても視認できる標識を設置

しなければならない 

イ 養殖施設のいかりは、免許漁場内に設置しなければならない 

(４) 免許予定日  令和８年４月１日 

(５) 申請期間   令和８年１月１日から令和８年２月６日まで 

(６) 関係地区   別表のとおり 

 

備考 

 存 続 期 間  令和８年４月１日から令和 10 年８月 31日まで 

 漁場計画図  別図のとおり 
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別表

公示番号 漁業の名称 漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　考

唐津市鎮西町 唐津市鎮西町 団体漁業権 新規
名護屋方柄浦 名護屋

 点ア：北緯　33度32分21秒

       東経 129度52分32秒

 点イ：北緯　33度32分18秒

       東経 129度52分30秒

 点ウ：北緯　33度32分23秒

       東経 129度52分21秒

 点エ：北緯　33度32分26秒

       東経 129度52分23秒

魚類小割式
養殖業
（くろまぐろ
養殖業を除く）

松　　　区
第３２１号

１月１日から
12月31日まで

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結
んだ直線によって囲まれた区域
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区画漁業権図

唐津市呼子町加部島

唐津市鎮西町名護屋

ア

イ

ウ

エ

松区第321号
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松浦海区における区画漁業

の漁場計画（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

（令和７年 10 月） 
 

佐賀県松浦海区 
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①介類小割式養殖業

議題１



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 画 漁 業 
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１ 区画漁業 

(１) 公示番号   別表のとおり 

(２) 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の名称  別表のとおり 

イ 漁業の時期  別表のとおり 

ウ 漁場の位置  別表のとおり 

エ 漁場の区域  別表のとおり 

(３) 制限又は条件 

ア 漁場の区域を示す各点に、昼間及び夜間においても視認できる標識を設置

しなければならない 

イ 養殖施設のいかりは、免許漁場内に設置しなければならない 

(４) 免許予定日  令和８年４月１日 

(５) 申請期間   令和８年１月１日から令和８年２月６日まで 

(６) 関係地区   別表のとおり 

 

備考 

 存 続 期 間  令和８年４月１日から令和 10 年８月 31日まで 

 漁場計画図  別図のとおり 
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別表

公示番号 漁業の名称 漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域 関係地区
個別漁業権または団体
漁業権の別

備考

松区第412号 １月１日から12月31日まで 唐津市屋形石  唐津市屋形石 団体漁業権 新規
地先

 点ア：北緯　33度32分34秒

       東経 129度55分50秒

 点イ：北緯　33度32分31秒

       東経 129度56分8秒

 点ウ：北緯　33度32分17秒

       東経 129度56分3秒

 点エ：北緯　33度32分11秒

       東経 129度55分48秒

 点オ：北緯　33度32分15秒

       東経 129度55分45秒

 点カ：北緯　33度32分15秒

       東経 129度55分50秒

 点キ：北緯　33度32分20秒

       東経 129度55分54秒

 点ク：北緯　33度32分22秒

       東経 129度55分46秒

  次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びク
の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域

介類小割式養殖
業
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区画漁業権図

ア

イ

エ

オ
カ

ク
キ

ウ
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水 産 第 3639 号  

令和７年（2025 年）12 月５日  

 

 松浦海区漁業調整委員会 

  会長 川嵜 和正 様 

 

佐賀県知事 山口 祥義   

 

 

くろまぐろに関する令和 7管理年度における知事管理漁獲可能量 

の変更（案）について（諮問） 

 

 

 このことについて、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第１項の規定

により、知事管理漁獲可能量を別紙（案）のとおり変更したいので、同条第２項

の規定により、貴委員会の意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当：農林水産部 水産課 漁業調整担当 伊藤・江頭) 
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議題２



（別 紙） 

くろまぐろに関する令和７管理年度（令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの

期間をいう。）における漁業法第 16 条第１項に定める数量は、次のとおりとする。 

 

第１ くろまぐろ（小型魚） 

 １ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

    １１．９トン  

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県くろまぐろ（小型魚）定置漁業 ５.０トン 

佐賀県くろまぐろ（小型魚）漁船漁業 ５.０トン 

    （県留保１．９トン） 

 

第２ くろまぐろ（大型魚） 

 １ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

    ３１．６トン  

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県くろまぐろ（大型魚）定置漁業 １０.０トン 

佐賀県くろまぐろ（大型魚）漁船漁業 ２０．０トン 

    （県留保１．６トン） 
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水  産  第 3 4 3 7 号 
令和７年（2025）年 11 月 21 日   

 
 

 松浦海区漁業調整委員会 
 会長 川嵜 和正 様 
 

佐賀県知事 山口 祥義     
 
 

特定水産資源に係る令和８管理年度における知事管理 
漁獲可能量の設定（案）について（諮問） 

 
 このことについて、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 16 条第１項の規定
により、知事管理漁獲可能量を別紙（案）のとおり定めたいので、同条第２項の
規定により、貴委員会の意見を求めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(担当：農林水産部 水産課 漁業調整担当 伊藤、江頭) 
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議題３



（別 紙） 

さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流

系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだい日本海西部・東シ

ナ海系群に関する令和８管理年度（令和８年１月１日から同年 12 月 31 日までの期間をい

う。）における漁業法第 16 条第１項に定める数量は、次のとおりとする。 

 

第１ まあじ 

 １ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

   現行水準 

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県まあじ漁業 現行水準 

 

第２ まいわし対馬暖流系群 

１ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

   現行水準 

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県まいわし漁業 現行水準 

 

第３ さんま 

１ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

   現行水準 

  

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県さんま漁業 現行水準 

  

-15-



 

第４ かたくちいわし対馬暖流系群 

１ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

   15,000 トンの内数 

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県かたくちいわし漁業 15,000 トンの内数 

 

第５ うるめいわし対馬暖流系群 

１ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

   58,000 トンの内数 

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県うるめいわし漁業 58,000 トンの内数 

 

第６ まだい日本海西部・東シナ海系群 

１ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

   6,730 トンの内数 

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県まだい漁業 6,730 トンの内数 
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新旧対照表 
改正案 改正前 

◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第８９号 
松浦海区における定置漁業（第２種共同漁業の小型定置を含む）の

保護区域並びに漁具標識について、漁業法（昭和２４年法律第２６７

号）第１２０条第１項の規定により、次のとおり指示する。 
 
令和５年８月３１日 
令和７年１２月 日一部改正 
 

松浦海区漁業調整委員会 
会 長 川嵜 和正 

 
１ 保護区域 
    
（１）定置漁業 

 

免 許 

番 号 

漁業の 

名  称 

保護区域 漁場の位置 備 考 

前 面 後 面 沖 合   

松 定 

第１号 

雑  魚 

落網漁業 

1,100 

ﾒｰﾄﾙ 

250 

ﾒｰﾄﾙ 

350 

ﾒｰﾄﾙ 

 唐津市神集島 

 黒瀬地先 

 通称 

 宮岬大敷 

 松 定 

第 2 号 

雑  魚 

落網漁業 

450 

ﾒｰﾄ 

50 

ﾒｰﾄﾙ 

150 

ﾒｰﾄﾙ 

唐津市鎮西町 

 加唐島折瀨地先 

通称 

 大泊大敷 

 

◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第８９号 
松浦海区における定置漁業（第２種共同漁業の小型定置を含む）の

保護区域並びに漁具標識について、漁業法（昭和２４年法律第２６７

号）第１２０条第１項の規定に基づき、次のとおり指示する。 
 
令和５年８月３１日 
 
 

松浦海区漁業調整委員会 
会 長 川嵜 和正 

 
１ 保護区域 
    
（１）定置漁業 

 

免 許 

番 号 

漁業の 

名  称 

保護区域 漁場の位置 備 考 

前 面 後 面 沖 合   

松 定 

第１号 

雑  魚 

落網漁業 

1,100 

ﾒｰﾄﾙ 

250 

ﾒｰﾄﾙ 

350 

ﾒｰﾄﾙ 

 唐津市神集島 

 黒瀬地先 

 通称 

 村張大敷 

 松 定 

第 2 号 

雑  魚 

落網漁業 

450 

ﾒｰﾄ 

50 

ﾒｰﾄﾙ 

150 

ﾒｰﾄﾙ 

唐津市鎮西町 

 加唐島折瀨地先 

通称 

 大泊大敷 
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議題４



（２）小型定置漁業（第２種共同漁業権） 

 

免 許 

番 号 

漁業の 

名  称 

保護区域 漁場の位置 備 考 

前 面 後 面 沖 合   

松 共 

第３号 

雑  魚 

落網漁業 

450 

ﾒｰﾄﾙ 

90 

ﾒｰﾄﾙ 

50 

ﾒｰﾄﾙ 

唐津市高島 

 北東側地先 

通称 

高島大敷 

 （削除） 

 
 
２～５ 略 
 

（２）小型定置漁業（第２種共同漁業権） 

 

免 許 

番 号 

漁業の 

名  称 

保護区域 漁場の位置 備 考 

前 面 後 面 沖 合   

松 共 

第３号 

雑  魚 

落網漁業 

450 

ﾒｰﾄﾙ 

90 

ﾒｰﾄﾙ 

50 

ﾒｰﾄﾙ 

唐津市高島 

 北東側地先 

通称 

高島大敷 

 松 共 

第 8 号 

雑  魚 

落網漁業 

700 

ﾒｰﾄ 

150 

ﾒｰﾄﾙ 

200 

ﾒｰﾄﾙ 

唐津市屋形石 

 竹の浦地先 

通称 

宮岬大敷 

 
 
２～５ 略 
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◎ 松浦海区漁業調整委員会指示第８９号 
    松浦海区における定置漁業（第２種共同漁業の小型定置を含む）の保護区域

並びに漁具標識について、漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第
１項の規定により、次のとおり指示する。 

    
令和５年８月３１日 
令和７年１２月 日一部改正 

        
 松浦海区漁業調整委員会  

                     会 長 川 嵜 和 正    
１ 保護区域 
    
（１）定置漁業  

 

免 許 
番 号 

漁業の 
名  称 

保護区域 
漁場の位置 備 考  前 面  後 面  沖 合 

松 定 
第１号 

雑  魚 
落網漁業 

1,100 
ﾒｰﾄﾙ 

250 
ﾒｰﾄﾙ 

350 
ﾒｰﾄﾙ 

 唐津市神集島 
 黒瀬地先 

 通称 
 宮岬大敷 

 松 定 
第 2 号 

雑  魚 
落網漁業 

450 
ﾒｰﾄ 

50 
ﾒｰﾄﾙ 

150 
ﾒｰﾄﾙ 

唐津市鎮西町 
 加唐島折瀨地先 

通称 
 大泊大敷 

  
 
（２）小型定置漁業（第２種共同漁業権） 
 

 

免 許 
番 号 

漁業の 
名  称 

保護区域 
漁場の位置 備 考 

前面 後面 沖合 
松 共 
第３号 

雑  魚 
落網漁業 

450 
ﾒｰﾄﾙ 

90 
ﾒｰﾄﾙ 

50 
ﾒｰﾄﾙ 

 唐津市高島 
 北東側地先 

 通称 
 高島大敷 

 

２ 定置網（小型定置を含む）の保護区域の測定方法 
   保護区域の前面及び後面は垣網及びその延長線を基準として直角の方向に沖
合は同直線上身網の沖の側から測定する。 
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３ 保護区域内における漁業の制限 
   保護区域内においては、当該漁業に著しく支障を及ぼす漁業を営み、当該定
置漁業の魚道を遮断し、又は魚群を散逸させる行為をしてはならない。 

 
４ 漁具標識の設置 
   定置網（小型定置を含む）の漁具敷設中は当該漁具の見易いところに、昼間

にあっては免許番号、漁業の種類、漁業権者名（又は名称）を記入した９０セ
ンチメートルの正方形赤旗を水面上１．５メートルの高さに設置し、夜間にあ
っては電灯その他の照明による標識を設置しなければならない。 

 
５ 指示の期間 
   令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで。 
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水 産 第 3 6 9 2 号 
令 和 ７ 年 1 2 月 ８ 日 

 
 松浦海区漁業調整委員会 

会 長 川嵜 和正 様 
 

佐賀県農林水産部 
水産課長 横尾 一成 

 
共同漁業権漁場外における土砂採取の認可申請について（照会） 

 
唐津市東大島町２番地 唐津湾海区砂採取協同組合 代表理事 三浦 旦雄から申

請の共同漁業権漁場外（小川島新北沖、馬渡島沖及び小川島北東沖）における海
砂採取に係る砂利採取認可について、県土整備部河川砂防課長から申請に対する
意見の照会がありました。 

ついては、この申請に対する漁業調整上の支障の有無について令和７年 12 月
15 日（月）までに回答してください。 
 

記 
 

 １ 申請区域 
 
（１） 小川島新北沖       採取面積  1,438,368 平方メートル 

採 取 量    600,000 立方メートル 
（２） 馬渡島沖           採取面積  1,000,000 平方メートル 

採 取 量    100,000 立方メートル 
（３） 小川島北東沖       採取面積  1,429,129 平方メートル 

採 取 量    300,000 立方メートル 
 

２ 採取期間 
  令和８年１月１日から令和８年 12 月 31 日まで 

 
（担当：漁業調整担当） 
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